
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第１６回いじめゼロサミット ～いじめ予防授業より～】 

人権が守られるってどんなこと？被害者の人権を守るために、それぞれの立場でできることとは？「いじめ」

は「みんな」の「人権」を傷つける行為である。「いじめ」はコップの水をあふれさせるように、人の心を追

いつめる。許されるいじめは一つもない。 

みなさんは、その人を「いじめ」から守る力を持っている。 

 

 

 

 

 

生徒の皆さんへ 
一人で悩まず、先生や家族、友だちなどに相談してください。 

保護者の皆さんへ 
お子さんの様子を注意深く見てください。 
気になることがあったら、すぐに相談してください。 

地域の皆さんへ 
いじめを防止するために、学校や子供たちを見守ってください。 
気になることがあったら、すぐに連絡してください。 

あなたの近くにいじめはありますか？ 
いじめは重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。 

いじめの早期発見には、あなたの勇気が必要です！ 

  

令和 5年 12月 20日の「川口の元気第 16回いじめゼロサミット」では、川口市内小中学校の代表児童生徒が、「いじ
めと人権」についての授業を受けた後、今後の取組や次年度のスローガンについて、同じ地域の学校の代表児童生徒と
協議を行ないました。 

「川口の元気 第 16回 いじめゼロサミット グループ協議」より 

自信 自由 

いじめは絶対に許されない行為です

安心 

 

中学・高校 

川口市いじめ相談窓口          いじめ相談テレフォン  048-264-1510 

（受付時間：月曜日～金曜日９時～１８時）いじめ相談メール ijimesoudan@city.kawaguchi.saitama.jp 

埼玉県よい子の電話教育相談    よい子の電話  ＃7300 又は 0120－86－3192 
（受付時間：毎日２４時間）         Ｅメール soudan@spec.ed.jp 

※どちらもＱＲコードより、連絡することができます。 
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